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①排水設備等改造資金融資申込書 
 【様式第 1号（第 5条関係）】 

→排水設備の申し込みの設計書に金額を入

れたものを添付する。 

②排水設備等改造資金申込書送達書 
 ・排水設備等改造資金融資申込書（写し） 
 ・工事見積書 

③排水設備等改造資金申込書送達書 
 （融資決定又は不承認を決定したもの） 

④排水設備等改造資金融資決定通知書 
 【様式第 2号（第 6条関係）】 

⑤排水設備工事完了届兼台帳 
 【様式第 4号（第 8,11条関係）】 

⑥排水設備等工事完了検査 
⑦排水設備検査済証の交付 

 

⑨排水設備等改造資金工事竣工検査合格 
 通知書 
 【様式第 3号（第 8条関係）】 

⑩改造資金融資開始 

⑫貸付金償還 

≪利子補給制度≫ 

取扱金融機関よりの融資に係る利子について 100％利子補給します。 

（市が取扱金融機関へ直接支払うため、融資決定後申請者の手続きは不要です。） 

   

⑪融資決定後、約定償還計画書（写し）の提出 

※竣工段階で金額が申請時より、下回るこ
とがありますが、その際は金額の修正が
あります。 

 

⑧融資対象工事費に係る精算書もしくは 
 請求書（写し）、施工前・後の写真の提出 

 



（ 別 紙 ） 

南魚沼市排水設備等改造資金融資利子補給金事務の流れ 
 

＊下記、①の利子補給金交付申請書と④の利子補給金交付請求書を、一緒にご提出 

    いただけると支払い事務がスムーズになりますので、ご協力をお願いいたします。 

 

            

 

①排水設備等改造資金融資利子補給金交付 

           申請兼実績報告書 
            【様式第４号（第１０条関係）】 

              <添付書類> 

              利子計算書（書式等は任意：申請額の 

              根拠が明らかとなるもの） 

 

             当年度の元金償還額に係る利子額が確定 

             次第すみやかに提出ください。 

 

           ②融資状況報告 
            【様式第８号（第１４条関係）】 

               

             年度末時点の融資状況について、翌月 10 

             日までに報告してください。  

 

            

            

③排水設備等改造資金融資利子補給金交付 
           （不交付）決定通知書 
            【様式第５号（第１１条関係）】 

 

 

 

 ④排水設備等改造資金融資利子補給金交付 
 請求書 
  【様式第６号（第１２条関係）】 

 

 

 

           ⑤排水設備等改造資金融資利子補給金の 
           支払い 
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